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 （目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学(以下「本学」という。)の防火管理に

ついて必要な事項を定め、もって火災、震災その他の災害の予防、被害の防止及び人命の

安全を図ることを目的とする。 

 （他の法令との関係） 

第２条 本学の防火管理について必要な事項は、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）その他

法令又はこれに基づく特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 （遵守義務） 

第３条 本学の役員、職員、非常勤職員、学生及び本学に出入りする業務請負者は、この

規程を遵守し、防火及び防災管理業務に協力しなければならない。 

 （防火管理の総括） 

第４条 学長は、本学における防火管理の全般を総括する。 

 （審議組織） 

第５条 防火管理及び消防計画に関する基本的事項の審議は、財務・施設マネジメント・

オフィス（次項において「オフィス」という。）において行う。 

２ オフィスは、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) 学内全般の防火に関する基本的事項 

 (2) 消防計画の策定 

 (3) 消防用施設及び設備の整備充実 

 (4) 防火意識の普及及び高揚 

 (5) 防火に関する調査及び企画 

 （防火管理者） 

第６条 消防法第８条に基づき、本学の防火管理及び消防計画に必要な業務を行わせるた

め、防火管理者を置く。 

２ 防火管理者及び防火管理区域は、別に定める。ただし、防火管理者として指定するも

のが消防法施行令（昭和 36 年政令第 37 号）第３条に定める資格を有していない場合 

は、当該部局に所属する職員で資格を有するもののうちから学長が命ずるものとする。 

３ 学長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、区域を定め、当該区域の防火管理者

を命ずることができる。 



４ 防火管理者は、次の各号に掲げる業務を処理する。 

 (1) 消防計画の原案作成 

 (2) 消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施 

 (3) 建築物、消防用設備、火気使用設備器具等の点検検査及び整備 

 (4) 火気の使用及び取扱いに関する監督 

 (5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人数の管理その他防火管

  理上必要な業務 

５ 防火管理者は、その業務を処理するにあたっては、防火責任者に必要な指示を与える

とともに、常に消防機関と連絡を密にして行わなければならない。 

 （防火責任者及び火気取締責任者） 

第７条 平素における火災防止及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに防

火責任者及び火気取締責任者を置く。 

２ 防火責任区域ごとの防火責任者及び火気取締責任者は、別に定める。 

 （防火責任者の義務） 

第８条 防火責任者は、防火管理者を助け、担当区域に関し次の各号に掲げる業務を処理

する。 

 (1) 火気取締責任者に対する監督指導 

 (2) 建築物、火気使用設備等の自主点検検査 

 （火気取締責任者の業務） 

第９条 火気取締責任者は、防火責任者の命を受け、その業務の処理を助けるとともに、

担当区域に関し次に掲げる業務に従事する。 

 (1) 日常における火気使用設備器具の使用状態の適否確認、喫煙管理その他の火気取締 

 (2) 地震時における火気使用設備器具の消火及び自主点検検査 

 （予防管理） 

第１０条 防火責任者は､防火管理者の指示を受け、消防設備等について、別に定める自主

点検検査を実施しなければならない。 

２ 防火責任者は、前項の検査の結果、不備欠陥が発見された場合は、直ちに防火管理者

に報告しなければならない。 

３ 防火責任者は、強い地震が発生したときは、施設及び設備の破損等を考慮し、直ちに

臨時の自主点検検査を実施し、異状の有無について防火管理者に報告しなければならな

い。 

 （防災教育） 

第１１条 防火管理者は、毎年２回以上職員、学生等に対する防災教育を実施するととも

に、ポスター、パンフレット等により防災意識の高揚を図るものとする。 

 （自衛消防組織） 

第１２条 火災、震災、その他の災害に対処するため、東京外国語大学自衛消防隊（以下

「自衛消防隊」という。）を置く。 

２ 自衛消防隊に隊長及び副隊長を置き、隊長は事務局長をもって充て、副隊長は総務企

画部施設企画課長をもって充てる。 

３ 自衛消防隊は、別に定める班を置き、職員を分属させる。 



 （防災訓練） 

第１３条 防火管理者は、総合訓練、部分訓練又は震災訓練を原則として年１回以上実施

するものとする。 

２ 部分訓練は、通報訓練、初期消火訓練、避難訓練その他の訓練に区分して実施する。 

 （火災発生時の措置） 

第１４条 火災発見者は、直ちに出火の場所及び状況を自衛消防隊長に通報しなければな

らない。 

２ 通報を受けた自衛消防隊長は、直ちに火災発生場所及び状況を確認し、自衛消防隊を

指揮して、消防機関への通報、初期消火、避難誘導等必要な措置をとらなければならな

い。 

 （夜間休日等の措置） 

第１５条 警備員は、夜間、休日等において火災その他の災害が発生した場合は、直ちに

消防機関及び学内関係者に通報連絡するとともに、初期消火にあたらなければならない。 

 （地震時の措置） 

第１６条 火気取締責任者は、地震時においては､直ちに火気設備器具の使用を停止させ、

消火しなければならない。 

２ 防火管理者は、学内及び周辺の火災発生状況等必要な情報を学長に報告し、学長は、

状況により、避難命令等必要な措置をとらなければならない。 

   附 則 

１ この規程は、昭和５２年５月３０日から施行し、昭和５２年４月１日から適用する。 

２ 東京外国語大学防火規程（昭和 33 年 11 月 10 日制定）は、この規程施行の日から廃止

する。 

   附 則 

 この規程は、昭和５８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成元年２月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成７年４月２８日から施行し、平成７年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成８年５月１１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１５年１月２９日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成１７年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年６月１４日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 



   附 則 

 この規程は、平成２９年１１月１４日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和２年９月２９日から施行し、改正後の国立大学法人東京外国語大学防

火管理規程の規定は令和２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 


